
 

 

 

 

１． 阿寒湖温泉地区景観協議会について 

阿寒湖温泉地区は、釧路市の景観計画で、地域の合意形成を図りながら、重点的に景観形成を進める

地区としています。 

 また、環境省が地域の意見を踏まえて策定した「阿寒湖温泉らしい景観づくりガイドライン」では、

阿寒湖温泉らしい景観づくりに向け、地域住民と行政が連携して景観づくりを推進する組織の必要性が

示されておりました。 

 これらの状況を踏まえ、阿寒湖温泉地区の景観づくりを具体的に推進する組織として、任意の団体で

ある、「阿寒湖温泉地区景観協議会」を平成２３年１２月に設立しました。 

【構成団体】 

一般財団法人 前田一歩園財団 

一般財団法人 自然公園財団 阿寒湖支部 

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 

まりも倶楽部 

まりもの里商店街 

幸運の森商店街 

阿寒アイヌ工芸協同組合 

阿寒湖温泉旅館組合 

阿寒湖温泉連合町内会 

釧路市（事務局） 

【オブザーバー】 

環境省釧路自然環境事務所 阿寒湖自然保護官事務所 

２． 既存サイン整備の判断基準(案)について、ご意見を募集します！ 

 阿寒湖温泉地区景観協議会では、阿寒湖温泉のまちなみを少しでも良い景観にできるように、検討を

重ね、まずはサイン（看板等）の整備について重点的に考える事にしました。まず、協議会でまち歩き

を行い、既存サインの調査を行いました。撤去や改修が必要な看板などに振り分けを行い、その結果を

まとめて、既存サインの判断基準を作成することにしました。 

 判断基準を作成して、今あるサインについて、必要か、不要か、改修の必要性の有無について一度考

えて頂き、まちのみなさんで出来る事を少しずつ、協力し合って行い、阿寒湖温泉の良い景観づくりに

つなげていきたいと考えています。 

 この判断基準の案を作成しましたので、みなさまのご意見を募集いたします。裏面記載の連絡先まで、

お電話、ＦＡＸ、Ｅメールなどでご意見等をお寄せください。よろしくお願いいたします。 
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３． 既存サイン整備の判断基準（案） 

（１） 撤去について 

①～④の判断基準に基づき、既存のサインの撤去を検討しましょう。 

① 機能喪失（案内物が移設・廃業など） 

・廃業などで使われていない店舗や施設の看板類は撤去しましょう。 

② 集約化（情報過多） 

・看板類の数はできるだけ減らしましょう。 

（道路名称標識や住居表示案内図は検討の上、集約できるものは撤去しましょう。） 

・のぼり旗は撤去（またはできる限り集約）しましょう。 

（のぼりに代わるＰＲ方法の検討などが必要です。） 

③ 老朽化 

・老朽化している看板類は、必要性を確認の上、不要な物は撤去しましょう。必要な看板類はきちんと補修しましょう。 

④ 景観阻害 

・利用者（観光客）にとって必要性の低いと思われる看板類は撤去しましょう。 

・温泉街に相応しくない看板類は撤去（またはできるだけ小さく）しましょう。 

 

（２） 改修等について 

 ①～⑦の判断基準に基づき、既存のサインの改修等を検討しましょう。  

① 老朽化 

・必要な看板類はきちんと補修しましょう。 

② 表示の変更 

・現状に合わない表示は修正（更新）しましょう。 

・できる限り英語（外国語）を併記しましょう。 

・表示は分かりやすくしましょう。 

③ わかりやすさ（視認性の確保） 

・利用者（観光客）にわかりやすい位置や高さに変更しましょう。 

④ デザインの変更（よりよいデザインへの変更を含む） 

・阿寒湖温泉らしいデザインにしましょう。 

・施設名称看板は施設の雰囲気に合わせたデザインに変更しましょう。 

・写真撮影に取り込まれる看板は、位置、デザインに配慮しましょう。 

⑤ 色彩の変更 

・原色はやめて低彩度にしましょう。 

・標識の裏やポールは茶色に塗装しましょう。 

・三角コーン、郵便ポスト及び消火栓などを茶色にしましょう。 

⑥ 素材の変更 

・はり紙などの紙質のものは、木質の看板類にしましょう。 

⑦ 集約化（情報過多） 

・看板類の数はできる限り減らしましょう。 

・類似施設が隣接する場合は、集約した看板にしましょう。 

※みなさまのご意見を募集しています。下記の連絡先までご意見をお寄せください。 

事務局：釧路市総合政策部都市計画課 担当：久保・長江 

☎：0154-31-4554 FAX：0154-25-8149 E-mail:to-toshikei@city.kushiro.lg.jp 


